
「一般校の指導員のための精神・発達障害に配慮した支援と対応」

受講資格自己判定フロチャート 

理解と接し方編
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精神障害や発達障害の診断がある
訓練生と２名以上接したことがある。
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　以下の事例について、
自閉症スペクトラム障害の診断がある本人の発言は矛盾していないことを説明できる。

　本人の求職先企業の面接試験が近いので、面接練習を行った。志望動機など一般的な質問に関し
ては、本人はそつなく答えて特に問題はなかった。そこで、面接練習前に筆記の模擬試験を行った
ので、その結果について質問することにした。
　計算や一般常識の成績がほぼ満点近くだったことを伝え、どんな勉強をしてきたのかを質問する
と、「訓練が終了して家に帰ってから毎日４時間ほど、問題集に取り組みました。最初は問題を解
くのが難しかったのですが、何度も諦めずに挑戦し続けることで徐々に解くのが楽しくなってい
き、最後には問題集の全ての問題を回答できるようになりました。」と回答した。
　次に、作文試験で数行しか書けていないことを伝えると、「家に帰ってすぐにテレビを見たり、
ゲームをしたりして過ごしてきたのがいけなかったと思います。」と回答した。
　指導員は違和感を感じて、さっきと答えが矛盾していることを指摘したが、本人はきょとんとし
ている様子だった。何度か説明したが、本人は矛盾していないと主張して押し問答となったので、

面接練習を打ち切ることにした。

診断がある／ないに関係なく、
特別な配慮が必要な訓練生には

複数の職員が対応している

Yes No
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特別な配慮が必要な訓練生と
（必要に応じて家族とも）面談を重ねて
今後の方針について合意形成している

訓練の支援と

支援体制編
No

Yes

支援機関や専門家と
連携して

支援したことがある

訓練の支援と

支援体制編

No
特別な配慮が必要な訓練生の特性にあわせて

教材や教え方を工夫している

NoYes Yes

特別な配慮が必要な訓練生について
検討する会議等が設置され、

メンバーには事務職や管理職も参加している
No

就職活動の支援編

Yes

特別な配慮が必要な訓練生と個別面談にて
話しにくいことやアドバイスについて、円滑に会話ができる

メンタルの支援編
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